
令和４年度第６号（令和４年４月発行）

中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）
Fax：043-286-0090

(公社)千葉県畜産協会

秋田県で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の
疑似患畜を確認！（国内２２例目）

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで
TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)    FAX. 043-286-0090

以下の内容を確認し、徹底しましょう！

 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒
 衛生管理区域専用衣服および靴の設置、使用
 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒
 家きん舎に立ち入る者の手指消毒
 家きん舎ごとの専用の靴の設置、使用
 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、

定期的に点検し、修繕
 ねずみや害虫の駆除

【経緯】
４月１８日（月） 死亡羽数が増加した旨の通報を受け、当該農場への立入検査を実施。

当該鶏について鳥インフルエンザ簡易検査を実施し陽性が判明。

４月１９日（火） 当該鶏について遺伝子検査を実施した結果、
HPAIの疑似患畜であることを確認。

２２例目

鳥インフルエンザのシーズンは終わっていません！
引き続き、気を緩めずに飼養衛生管理の徹底をしましょう！！！

【農場概要】
所在地 ：秋田県大仙市
飼養状況 ： 採卵鶏（約４００羽）



＜遵守を要件とする補助事業・交付金・制度資金＞（令和４年度）
補助事業

・ 畜産クラスター事業（施設整備事業、機械導入事業、経営継承事業）※注2、注3

・ 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業 ※注2

・ 特定地域経営支援対策事業 ※注2 ・ 経営継承・発展等支援事業
・ 農業信用保証保険基盤強化事業 ・農業経営継承保証保険支援事業

交付金
・ 消費・安全対策交付金（ハード事業）※注2 ・ 農地利用効率化等支援交付金 ※注2

・ 強い農業づくり総合支援交付金（家畜飼養管理施設、家畜改良増殖関連施設）※注2、注3

制度資金（主なもの）
畜産経営体質強化支援資金 ※注2、注3／家畜疾病経営維持資金 ※注2／畜産特別資金 ※注2／農業経営改善促進資金
／農業経営負担軽減支援資金／農業近代化資金／公庫資金（畜産経営環境調和推進資金、農業経営基盤強化資金、

農林漁業セーフティネット資金等）

養豚業・養鶏業を営む経営者の皆様へ：お知らせ

注）国内の疾病発生状況等を踏まえ、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥の所有者が対象です。（牛、
水牛、めん羊、山羊又は馬は、当面の間は対象外）

＜飼養衛生管理基準遵守状況確認書を入手するには＞

注1）上記の補助事業・交付金・制度資金の内容及び手続に関する質問や、上記以外の制度資金の遵守要件の該当・非該当に関する質問
については、各補助事業等の窓口にお問い合わせください。

注2）当該事業・交付金・制度資金においては、経営者の皆さまから利用申請があった後に、都道府県内の事業・交付金・制度資金の担当者
が、家畜保健衛生所に対し、飼養衛生管理基準遵守状況の確認を行うため、経営者の皆さまが家畜保健衛生所に対して飼養衛生管理

基準遵守状況確認書の交付申請をお手続きいただく必要はありません。
注3）都道府県において計画を審査する際に飼養衛生管理基準の遵守状況確認に加え、事業実施後の飼養頭数見合いの埋却地等の確保

についても確認を行います。

補助事業・交付金・制度資金の利用に当たり、
飼養衛生管理基準の遵守が要件となりました。

＜ポイント＞

〇 飼養衛生管理基準の遵守状況を確認するため、補助事業・交付金・制度
資金の一部では、申請の際に「飼養衛生管理基準遵守状況確認書」の提

出が必要となります。

〇 飼養衛生管理基準の不遵守がある場合は、改善すべき事項、具体的な
改善方法及び改善すべき期限を明確化した改善方針が必要です。

別添

○ 飼養衛生管理基準遵守状況確認書が必要となる補助事業・交付金・制度資金を利用する農場に
ついては、【中央家畜保健衛生所】に交付申請書を提出してください。

○ 事業・交付金・制度資金の担当者から申請があった場合は、家畜の所有者に事実確認をする場
合があります。

中央家畜保健衛生所
TEL 043-250-4141

FAX    043-286-0090


